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第１章 総則 

（適用範囲） 

第１－１条 

令和８年度下伊場野地区計画基礎諸元調査業務（以下「本業務」という。）の施行に

あたっては、農林水産省農村振興局制定「測量業務共通仕様書」（以下「測量共通仕様

書」という。）及び「設計業務共通仕様書」（以下「設計共通仕様書」という。）によ

るほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

（目的） 

第１－２条 

本業務は、土地改良事業を適正かつ効率的に実施するための技術基準のうち、「土地

改良事業計画設計基準 計画 農業用水（水田）」に関する基礎的な諸元データ等を把

握することを目的に、継続的に用水量等の観測及びデータの収集・整理を行い、とりま

とめを行うものである。 

 

（場所） 

第１－３条 

   本業務位置は、宮城県大崎市松山町下伊場野地内で、別紙－１「位置図」に示すとお

りである。 

 

（業務概要） 

第１－４条 

   本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第３章に示すものとする。 

 

１ 現地観測調査 １ 式 

２ 報告書作成 １ 式 

 

（土地への立入り等） 

第１－５条 

作業実施のための土地への立入り等は、測量共通仕様書第16条によるが、発注者の許

可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任におい

て処理するものとする。 

   なお、現地立入りにあたっては、監督職員と連絡を取った後作業に着手するものとす

る。 

 

 



（管理技術者） 

第１－６条 

１ 管理技術者は、測量共通仕様書第７条第３項及び設計共通仕様書第１章第１－６条

第３項によるものとし、測量士及び農業土木技術管理士以外の資格に該当する技術部

門・選択科目は次のとおりである。 

 

資格 技術部門 選択科目 

技術士 総合技術監理 農業－農業土木 

農業－農業農村工学 

森林－森林土木 

農業 農業土木、農業農村工学 

森林 森林土木 

博士 農学  

シビルコンサルティングマ

ネージャー（RCCM） 

農業土木  

森林土木  

 

２ 別紙－２に記載されている割合を予定価格に乗じて求めた価格を下回る価格で契

約した場合においては、管理技術者は屋外で行う作業の実施に際して現場に常駐す

るとともに、作業日毎に業務の内容を監督職員に報告しなければならない。 

  なお、この場合、管理技術者は、監督職員と事前打ち合わせの上で、屋外作業期間

中、毎日、東北農政局設計課に出向き、監督職員が保管する「屋外作業常駐記録簿」

に署名し、作業内容を記録することとする。 

  また、管理技術者が現場での常駐場所を定めた場合、あるいは変更した場合は監督

職員に報告することとする。 

 

（配置予定技術者の確認） 

第１－７条 

測量共通仕様書第11条における業務組織計画の作成及び測量共通仕様書第12条に基

づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。 

   

１ 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担

業務を明確に記載するものとする。 

なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

 

２ 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報の登録は、

業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。 



（保険加入） 

第１－８条 

   受注者は、測量共通仕様書第38条に示されている保険に加入している旨を業務計画

書に明示しなければならない。 

また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなけれ

ばならない。 

 

（業務スライドの試行） 

第１－９条  

１ 本業務は、「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務費の変更

の取扱いについて（試行）」（令和７年12月17日付け７農振第2167号農村振興局整備部

設計課長通知）に基づく試行業務である。 

 

２ 発注者又は受注者は、履行期間内で業務契約締結の日から12 月を経過した後に日本

国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務費が不適当となったと認めたと

きは、相手方に対して業務費の変更を請求することができる。 

 

 ３ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務費（業務

費から当該請求時の履行済部分に相応する業務費を控除した額をいう。以下この条に

おいて同じ。）と変動後残業務費（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前

残業務費に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残業

務費の1000分の15を超える額につき、業務費の変更に応じなければならない。 

 

 ４ 変動前残業務費及び変動後残業務費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基

づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が

整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

 ５ 第２項の規定による請求は、この条の規定により業務費の変更を行った後再度行う

ことができる。この場合において、第２項中「業務契約締結の日」とあるのは、「直前

のこの条に基づく業務費変更の基準とした日」とするものとする。 

 

 ６ 予測することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内における急激な

インフレーション又はデフレーションを庄司、業務費が著しく不適当となったときは、

発注者又は受注者は、第２項から第５項の定めにかかわらず、業務費の変更を請求する

ことができる。 

 



 ７ 前項の場合において、業務費の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定

め、受注者に通知する。 

 

 ８ 第４項及び第７項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第２項、第６項の請求を行った日

又は受けた日から７日以内に協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 ９ 業務スライドの試行に係る運用については、第１項に記載の通知に基づくものとす

る。 

 

 

第２章 作業条件 

（作業基本条件） 

第２－１条 

   本業務は巨大区画化を実施しているほ場での調査であり調査の実施にあたっては次

に留意すること。 

 

１ 観測等の調査位置は、別紙－３「観測等調査位置図」に示すとおりである。 

 

２ 観測にあたって、具体的な調査日時及び観測手法等については、監督職員と十分な打

合せを行い実施するものとする。 

 

３ 調査で使用する調査機材は、次のとおりであり、発注者が準備するものとする。 

 

名称 メーカー名 型番等 数量 

転倒ます式雨量計 （株）大田計器製作所 OW-34-BP １基 

データロガー（雨量計） （株）ティーアンドディー RTR505P １台 

自記記録水位計 応用地質（株） S&DL mini ８台 

バロメーター（大気圧

計） 

応用地質（株） S&DL mini

用 

１台 

 

４ 機材の使用にあたっては、監督職員と調整を行うものとする。 

 

５ 機材の使用中に故障等の不具合が生じた場合は、早急に監督職員に連絡し、復旧方法

等について協議するものとする。 



（参考図書） 

第２－２条 

本業務の参考にする図書は、次のとおりである。 

 

番号 名称 発行所 
制定(改訂) 

年月 

１ 土地改良事業計画設計基準 

計画「農業用水（水田）」 

（公社）農業農村工学

会 

平成22年７月 

（令和６年３月） 

２ 土地改良事業計画設計基準 

計画「農業用水（畑）」 

（公社）農業農村工学

会 

平成27年５月 

（令和６年３月） 

３ 国営土地改良事業 

調査計画マニュアル 

（一社）農業土木事業

協会 

平成５年３月 

 

（貸与資料） 

第２－３条 

貸与資料は、次表のとおりとする。 

 

資料名 部数 備考 

令和６年度 

志波姫地区計画基礎諸元調査業務報告書 

１部  

令和７年度 

志波姫地区計画基礎諸元調査業務報告書 

１部  

取扱説明書 １式 上記第２－１条第３項

に示す調査機材 

 

（参考図書及び貸与資料の取扱い） 

第２－４条 

第２－２条、第２－３条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 

 

１ 参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、または解釈に疑義が生

じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

２ 参考図書は、作業時点の最新版を用い作業中に改訂された場合には、監督職員と協議

するものとする。 

 

３ 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求が 

あった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。 

 

４ 貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分留意しなけれ 

ばならない。 



 

５ 貸与資料の使用にあたっては、その適用について監督職員の指示を受けるものとす

る。 

 

 

第３章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第３－１条 

本業務における作業項目は、次の作業項目表のとおりである。 

 

１ 現地観測調査 

作業項目表 

作業項目 規格等 数量 

１ 取水量調査    

調査機器設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査ほ場における取水量把握のための自記記録

水位計（以下「水位計」という。）及び三角堰の設

置を行う。 

 なお、設置は４月を予定している。 

また、データ回収及び撤去は発注者が実施する。 

【作業数量】 

設置 

箇所 
使用機材 数量 

調査 

ほ場① 

自記記録水位計 

S&DL mini 

（応用地質（株）） 

２箇所 

調査 

ほ場② 

自記記録水位計 

S&DL mini 

（応用地質（株）） 

２箇所 

合計  ４箇所 
 

４ 箇所 



簡易な流量観測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水稲栽培時の用水量観測における流入量の確認

として、水位計設置箇所毎に簡易な流量観測を実

施し、H-Q曲線を作成する。 

なお、簡易な流量観測としては、水口の流入量を

調整し三角堰の越流水深を変化させて流量毎の水

位を計測する。 

 また、定量容器等にて流量を計測することで考

えている。 

 

【作業数量】 

調査 

ほ場 

測定 

内容 

測定 

箇所 

測定 

時期 
数量 

調査 

ほ場① 

取水量 水口 

１箇所 

６月 １回 

調査 

ほ場② 

取水量 水口 

１箇所 

６月 １回 

合計    ２回 

 

２ 回 

調査ほ場 

給水バルブ 



作業項目 規格等 数量 

２ 水深調査    

調査機器設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査ほ場における水深把握のための水位計の設

置を行う。 

なお、設置は４月を予定している。 

また、データ回収及び撤去は発注者が実施する。 

 

【作業数量】 

設置 

箇所 
使用機材 数量 

調査 

ほ場① 

自記記録水位計 

S&DL mini 

（応用地質（株）） 

３箇所 

調査 

ほ場② 

自記記録水位計 

S&DL mini 

（応用地質（株）） 

１箇所 

合計  ４箇所 

 

４ 箇所 

20cm

塩ビ無孔管

地表面から
1cm間隔で6孔

30cm

水位計 
水深観測孔（VUφ50） 



作業項目 規格等 数量 

３ 水収支等の整理    

水収支等の整理 簡易な流量観測及び調査ほ場①の回収データに

ついて整理とりまとめを行い、報告書を作成する。

（別紙－４「用排水量観測データ整理表」）  

なお、回収データは下記第３－２条「７ 発注者

が自ら実施する作業」のとおり発注者が回収する

ことで考えている。ただし、営農調査における営農

者作業協力金は受注者が営農者へ支払うものとす

る。 

１ ほ場 

 

 

（作業の留意点） 

第３－２条 

  本業務の実施にあたって留意する点は、次のとおりとする。 

 

１ 受注者は本業務の実施過程で知り得たデータを第三者に漏らしてはならない。 

 

２ 受注者は調査の実施にあたって、関連する関係諸法令及び条例を遵守するとともに、

作業中の安全確保に努めるものとする。 

 

３ 受注者は本業務の履行中に監督職員から途中経過状況について報告を求められた場

合は、その内容をとりまとめ監督職員へ報告するものとする。 

 

４ 作業内容におけるデータ等の整理について、有識者の指導・助言に基づき整理方法を

変更する場合がある。 

 

５ 第２－２条及び第２－３条に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参

考にした場合は、その出典を明示するものとする。 

 

 ６ 調査機器の設置は調査ほ場のかんがい期間開始（入水）前までに行うものとする。 

 

 ７ 発注者が自ら実施する作業 

次の（１）現地観測調査に示す作業については発注者が自ら実施することで考えてい

る。 

   報告書作成にあたっては、発注者が収集した回収データを含めた整理とする。 



（１）現地観測調査 

 

作業項目 規格等 数量 

１ 営農調査    

水管理状況等記入様

式の配布、回収 

作業日報を必要部数印刷し営農者へ配布する。 

営農者が入力した作業日報を回収する。 

２ ほ場 

水管理状況等記入様

式の整理 

営農者が記入した作業日報の内容を整理する。 ２ ほ場 

２ 気象調査    

調査機器設置 転倒ます式雨量計、データロガーの設置を行う。 

なお、設置は４月を予定している。 

１ 箇所 

調査機器撤去 

 

転倒ます式雨量計、データロガーの撤去を行う。 

なお、撤去は水稲収穫直前に行うことで考えている。 

１ 箇所 

データ回収 

 

現地に設置されているデータロガーから観測データ

を回収する。 

５ 回 

データ整理 気象調査回収データの整理取りまとめを行う。 １ 箇所 

３ 取水量調査    

調査機器撤去 

 

 調査ほ場における取水量把握のために設置されてい

る水位計の撤去を行う。 

 なお、撤去は水稲収穫直前に行うことで考えている。 

４ 箇所 

データ回収 

 

 現地に設置されている水位計から観測データを回収

する。 

20 回 

４ 水深調査    

調査機器撤去  調査ほ場における水深把握のために設置されてい

る水位計の撤去を行う。 

 なお、撤去は水稲収穫直前に行うことで考えてい

る。 

４ 箇所 

データ回収 

 

 現地に設置されている水位計から観測データを回

収する。 

20 

 

回 

５ 田面均平度調査  調査ほ場における均平度把握のため、メッシュ調査

を行う。 

63 箇所 

 

 

 

 

 



（業務写真における黒板情報の電子化） 

第３－３条 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報

の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものであ

る。 

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うこと

ができる。 

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の１から４によりこれを実施するもの

とする。 

 

 

１ 使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」とい

う。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべ

き暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」 

(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確

認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 

 

２ 機器等の導入 

（１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

（２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なけれ

ばならない。 

 

３ 黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

（１）受注者は、上記１の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報

を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 

（２）本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」によるもの

とする。 

なお、上記（１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの

作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。 

（３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必

要はない。 

 

４ 写真の納品 

受注者は、上記３に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納

品するものとする。 



なお、受注者は納品時にURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html) 

のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェッ

クツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信

憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。 

 

５ 費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。 

 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 

測量共通仕様書第10条及び設計共通仕様書第１章第1-10条に基づく打合せについて

は、主として次の段階で行うものとする。 

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

 

回数 打合せ 目的 打合せ場所 

第１回 初回打合せ 作業着手前の段階 調査ほ場 

第２回 中間打合せ とりまとめ作業前の段階 東北農政局 

（仙台合同庁舎Ａ棟） 

最終回 最終打合せ 報告書原稿作成段階 東北農政局 

（仙台合同庁舎Ａ棟） 

 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録

簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 

ただし、別紙－２に記載されている割合を予定価格に乗じて求めた価格を下回る価

格で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術

者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。 

その際、管理技術者は、測量共通仕様書第11条に定める業務計画書に基づく業務工程

等の管理状況を報告しなければならない。 

 

 

第５章 成果物 

（成果物） 

第５－１条 

成果物を測量共通仕様書第18条及び設計共通仕様書第１章第1-17条に基づき作成し、



次のものを提出しなければならない。 

 

成果物 数量 

成果物の電子媒体（CD-R 等） ２部 

成果物の出力（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） １部 

 

 

（成果物の提出先） 

第５－２条 

   成果物の提出先は、次のとおりとする。 

 

宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎Ａ棟 

東北農政局農村振興部設計課 

 

 

第６章 契約変更 

（契約変更） 

第６－１条 

   業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次

のとおりとする。 

 

１ 第２－１条に示す「作業基本条件」に変更が生じた場合。 

 

２ 第３－１条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 

 

３ 第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

 

４ 第５－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

 

５ 履行期間の変更が生じた場合。 

 

６ 関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。 

 

７ その他 

 

 



第７章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第７－１条 

この特別仕様書に定めなき事項または本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、

必要に応じて監督職員と協議するものとする。 



別紙－１  位置図 
 
 調査地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 調査ほ場位置 

 
 
 

下伊場野地区 

宮城県 

調査ほ場① 

至  

松山町、古川 
至  

三本木 

調査ほ場② 



別紙－２ 

 

 

（第１－６条、第４－１条関連） 

 

【割合】 

 次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表Ａ

～Ｃまでに掲げる額の合計額へ一括計上価格を加えた額に 100 分の 110 を乗じて得た額を

予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10

分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10 分の６に満たない場合にあっては 10

分の６とするものとする。 

 

 

業種区分 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

 

測量 

 

 

 

直接測量費の額 

 

 

 

測量調査費の額 

 

 

 

諸経費の額に 10

分の５を乗じて

得た額 

 

     － 

 

 

 



別紙－３ 　観測等調査位置図

流水方向

● 取水量調査（水位計）

▼ 水深調査（水位計）

■ 気象調査（転倒ます式雨量計）

◆ 田面均平度調査(計測箇所・回数は参考）

凡例

調査ほ場①
(巨大区画ほ場3ha以上)

道
路

排水路

道
路

畦畔

法
面

法
面

●

●

◆ ▼
■

畦畔

◆ ◆

◆◆ ◆

◆ ◆ ◆

調査ほ場②
（大区画ほ場1ha程度）

道
路

道
路

畦畔

法
面

法
面

●

●

畦畔

◆ ◆

◆◆ ◆

◆ ◆

▼

▼

◆

◆▼



別紙－4
用排水量観測データ整理表

mm/h mm/d m3/h m3/ｄ m3/h m3/d m/h m/d m3/h m3/d m3/h m3/d m/h m/d
2019/5/1 0:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 1:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 2:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 3:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 4:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 5:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 6:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 7:00 2.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 8:00 5.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 9:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2019/5/1 10:00 4.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 11:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 12:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 13:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 14:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 15:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 16:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 17:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 18:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 19:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 20:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 21:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 22:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/1 23:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 0:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 1:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 2:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 3:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 4:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 5:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 6:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 7:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 8:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 9:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2019/5/2 10:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 11:00 1.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 12:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 13:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 14:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 15:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 16:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 17:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 18:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 19:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 20:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 21:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 22:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/2 23:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 0:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 1:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 2:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 3:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 4:00 3.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 5:00 3.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 6:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 7:00 1.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 8:00 2.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 9:00 5.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2019/5/3 10:00 11.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 11:00 2.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 12:00 4.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 13:00 0.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 14:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 15:00 0.0 0.253 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 16:00 0.0 0.164 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 17:00 0.5 0.014 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 18:00 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 19:00 0.0 0.000 0.000 0.000 2.805 5.268 8.073
2019/5/3 20:00 0.0 0.000 0.000 0.000 2.396 4.673 7.069
2019/5/3 21:00 0.0 0.000 0.000 0.000 1.047 2.703 3.750
2019/5/3 22:00 2.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2019/5/3 23:00 10.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

降水量
計測時刻

調査ほ場Ｆ

水位

調査ほ場Ｅ

水位

0.000

4 0.000 0.000 0.000

17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

シリアルNo.
排水量

シリアルNo.
取水量

18.89247.5 0.431 0.000 0.431 6.248 12.644

シリアルNo.
排水量

シリアルNo.
取水量

参 考 例
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用水量：調査ほ場①（中干し延長）

中干期間

6/25～7/8

越流入量

㎜

取水量

㎜

降雨量

㎜

参 考 例
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用水量：調査ほ場②（慣行）

中干期間

6/25～7/2

越流入量

㎜

取水量

㎜

降雨量

㎜

参 考 例


